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審 査 決 定 報 告 書 

総務環境委員会   

 令和３年第２回水戸市議会定例会において当委員会に付託されました議案第６１

号ほか７件の審査の経過並びに結果について，水戸市議会会議規則第１０１条の規

定に基づき報告します。 

 これらの案件については，６月１７，１８日の両日，委員会を開催し，慎重に審

査を行いました。その結果は，下記のとおりであります。 

 以下，審査の概要を申し上げますと， 

１ 議案第６１号 水戸市市税条例の一部を改正する条例 

本案は，国の税制改正を踏まえ，関係規定を整備するものであり，セルフメディ

ケーション税制の制度概要やその周知方法について，住宅借入金等特別税額控除の

概要について，たばこ税の税率改正による本市財政への影響等について，種々質疑

応答を重ねた後，採決の結果，全会一致をもって，原案を可決すべきものと決定い

たしました。 

２ 議案第６３号 水戸市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

本案は，職員の採用時に実施する服務の宣誓における押印の廃止等を行うもので

あり，改正の理由や今後の宣誓書の提出方法等について，種々質疑応答を重ねた後，

採決の結果，全会一致をもって，原案を可決すべきものと決定いたしました。 

３ 報告第１６号 専決処分について（水戸市市税条例の一部を改正する条例） 

本件については，固定資産税に係る特例措置の内容等について，種々質疑応答を

重ねた後，採決の結果，全会一致をもって，承認すべきものと決定いたしました。 

４ 報告第２２号 専決処分について（令和２年度水戸市一般会計補正予算（第  

１２号））（ただし，第１表中歳出及び第２表継続費補正を除く） 

報告第２３号 専決処分について（令和３年度水戸市一般会計補正予算（第 

１号））（ただし，第１表中歳出及び第２表継続費補正を除く） 

これらの案件は，令和２年度及び令和３年度の一般会計予算について，国庫補助

事業の年度調整に伴う補正措置を講じたものであり，その理由等について，種々質

疑応答を重ねました。このうち委員から，「予算の執行状況に応じた財源の有効活用

に努められたい」等の意見が出されました。 

 この後，採決の結果，いずれも全会一致をもって，承認すべきものと決定いたし

ました。 

 以上のほか，議案第６２号 水戸市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す

る条例，議案第７２号 令和３年度水戸市一般会計補正予算（第３号）（ただし，別

表中歳出を除く），報告第２４号 専決処分について（令和３年度水戸市一般会計補

正予算（第２号））（ただし，別表中歳出を除く）についても，種々質疑応答を重ね

た後，採決の結果，いずれも全会一致をもって，原案を可決，承認すべきものと決
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定いたしました。 

記 

議案第６１号，議案第６２号，議案第６３号，議案第７２号（ただし，別表中歳出

を除く） 

以上，原案を認める。 

報告第１６号，報告第２２号（ただし，第１表中歳出及び第２表継続費補正を除く）， 

報告第２３号（ただし，第１表中歳出及び第２表継続費補正を除く），報告第２４号

（ただし，別表中歳出を除く） 

以上，承認する。 

 

上記のとおり報告する。 

 

   令和３年６月２２日 

 

  水戸市議会議長  須 田 浩 和 様 

                      

総務環境委員会    

委員長  高 倉 富士男 


